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実 施 事 業 所 

事 業 主 各 位  

 

全国卸商業団地企業年金基金 

 

 

令和３年度「基準給与」の届出について 

 

平素は当企業年金基金の事業運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげま

す。 

さて、当企業年金基金の毎月の掛金額の基準となる「基準給与」を改定する時期がまいり

ました。 

つきましては、「基準給与決定通知書」をお送りいたしますので、厚生年金保険で決定さ

れた「標準給与月額」をご記入いただき、「１０月８日（金）」までにお届出くださいますよ

うご協力お願いいたします。 

 なお、今回の届出により決定する「基準給与額」は、令和３年１１月（令和３年１２月納

付分）から令和４年１０月までの掛金額計算に適用いたしますので、厚生年金保険において

随時改定（月額変更）に該当されても、企業年金基金の「基準給与」は変更となりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

 ＴＥＬ：０３－３５６０－７０１７ 



◇基準給与改定手続きについて 

 

１．基準給与届出の対象者 

  ・９月１日現在在籍する加入者が対象となります。 

  ・帳票に印字している加入者は、８月度までに受理した届出を基に作成しております。 

  ・９月１日以前に加入者資格があり、帳票に印字されていない人がいた場合は、 

   「加入者通知書Ａ」をご提出ください。 

  ・加入者の氏名に変更がある場合は、「加入者関係諸変更届出書」をご提出ください。 

  ・印字されている加入者が既に退職している場合は、備考欄に退職した日付をご記入 

いただき、「加入者資格喪失通知書」をご提出ください。 

  ※届出帳票が必要な場合は、ご連絡ください。 

 

２．「基準給与通知書」の届出 

  ・「基準給与通知書」は２枚複写となっておりますので、２枚ともご提出ください。 

   届出の控えが必要な場合は、コピーのうえ保管ください。  

 

３．「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」（写し）の添付 

・厚生年金保険で決定された「標準報酬月額算定基礎届」の「決定通知書」を受理されている

場合は、「基準給与届」に「決定通知書」の写しを添付してください。 

 

４．基準給与決定額の通知 

  ・本届出により１１月から基準給与を改定いたしますので、１１月分掛金（１２月納付分）の

「納入告知書」を送付する際に各加入者の基準給与が確認できる一覧表を同封する予定です。 

 

５．記入時の注意点（「基準給与通知書」記入見本 裏面参照） 

  ①代表者名 

   代表者名の記入は、２枚目のみお願いいたします。 

  ②当年度基準給与 

   厚生年金保険において９月に決定された標準報酬月額をご記入ください。 

   前年度の基準給与から変更がない場合であっても同額を記入してください。 

   ７月・８月・９月の随時改定（月額変更）があった場合は、改定後の標準報酬月額をご記入

ください。 

  ③小計 

   頁ごとに基準給与の合計額をご記入ください。 

 

 

 



◇「基準給与通知書」記入見本  
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